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１ 目的 

安全・安心な畜産物の生産に資するため、飼料用米を生産している全市町村において、  

飼料用米における放射性物質の安全確認を行うものとする。 

 

２ 飼料用米の基準値の考え方 

家畜用飼料については、畜産物に含まれる放射性セシウム濃度が食品の基準値（一般 

食品 100Bq/kg、牛乳 50Bq/kg）を下回るようにするため、飼料の給与量や畜産物への移行

係数から畜種ごとに暫定許容値が算出されており、畜種によっては主食用米の基準値

（100Bq/kg）よりも厳しい基準値となっている（表１参照）。 

さらに、県では、より安全な牛肉や牛乳の生産・供給を目指すため、牛用飼料の県目標値

（50Bq/kg）を設定している。 

 

３ 安全確認の方法（別紙１参照） 

平成 25 年産の主食用米については、各市町村１カ所、平成 25 年産の主食用米の放射性

物質検査（以下、玄米検査という）を実施することから、国の指導内容に基づき、以下の

とおり対応する。 

（１）玄米検査の結果が明らかになるまでの間、当該市町村の飼料用米の出荷について  

県から自粛を要請する。 

（２）玄米検査の結果、主食用米の出荷が可能となった市町村の飼料用米については、農協・

配合飼料会社への出荷の自粛を解除する。 

（３）飼料用米を畜産農家が玄米で単体利用する場合※1は、玄米検査の結果、放射性セシウ

ム濃度が県自粛要請の基準値以下となった市町村の飼料用米のみ自粛を解除する（表１

の県自粛要請の基準値を参照）。 

（４）飼料用米を畜産農家がもみ米で単体利用する場合※1は、玄米検査の結果に濃度比（1.5）

を乗じた放射性セシウム濃度の値※2 が県自粛要請の基準値以下となった市町村の飼料

用米のみ自粛を解除する（表１の県自粛要請の基準値を参照）。 
※1 単体利用とは、畜産農家が単体飼料として利用する場合、若しくは畜産農家が家畜に飼料用米

を給与する前に他の飼料と飼料用米を混合する場合のこと 
※2 もみ米は、もみ殻を含むため玄米よりも放射性セシウム濃度が高く、濃度比（1.5）は平成 23年産

稲の測定結果から設定された  



表１ 飼料の暫定許容値(県目標値)及び玄米検査の結果から判断する飼料用米の県自粛要請の基準値  

４ 安全確認の結果の取扱及び対応 

安全確認の結果については、市町村及び関係する機関・団体等へ通知するとともに、   

県ＨＰへの掲載により公表を行う。 
 
５ 飼料用米生産者、畜産農家における遵守事項 

（１）飼料用米生産者 

 ・玄米検査の結果が明らかになるまでは飼料用米の出荷を自粛すること。 

・飼料用米の安全確認により県自粛要請の基準値以下であることを確認した上で、配合 

飼料会社や畜産農家等に出荷すること（表１の県自粛要請の基準値を参照）。 

（２）畜産農家 

 ・飼料用米を単体利用する場合には、玄米検査の結果が明らかになるまでは飼料用米の 

利用を自粛すること。 

・飼料用米を単体利用する場合には、飼料用米の安全確認により県自粛要請の基準値以下

であることが確認された飼料用米を利用すること（表１の県自粛要請の基準値を参照）。 

 

 【参考】 国の指導内容等 関係通知 

  ・「放射性セシウムを含む肥料･土壌改良資材･培土及び飼料の暫定許容値の設定について（平成 23

年 8 月 1 日付け 23 消安第 2444 号･23 生産第 3442 号･23 林政産第 99 号･23 水推第 418 号 農林水産

省消費･安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁官通知）、平成 24 年 2 月 3 日及び平成 24 年 3

月 23 日一部改正」 

  ・「放射性セシウムを含む牛用飼料の暫定許容値の見直しに係る対応について（平成 24年 2月 13 日

付け畜第 2049 号 千葉県農林水産部長通知）」 

  ・「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方（平成 25 年 3 月 19 日 原子力災害対

策本部）」 

 ・「平成 25 年産米穀の飼料利用について（平成 25 年 5 月 29 日付 25 生畜第 350 号 生産局畜産部畜

産振興課長、生産局農産部穀物課長通知）」

 

暫定許容値 
（県目標値） 

 
（Bq/kg） 

県自粛要請の基準値（Bq/kg） 備考 
 

 単体利用の県自粛要請の基準値 
設定根拠 

単体利用 単体利用 
以外※3 玄米 もみ米 

牛用飼料 100（50）※4 50  33※5 

100 

県目標値により設定 

豚用飼料 80 80  53※5 暫定許容値により設定 

家きん用飼料 160  100※4  100※6 主食用米の基準値により設定 

※3 単体利用以外とは、農協や配合飼料会社へ出荷し、配合飼料の原料として飼料用米を利用すること 
※4 （ ）内の値は県目標値を示す 
※5 もみ米はもみ殻を含み玄米よりも放射性セシウム濃度が高いため、主食用米検査の結果から換算 

する場合は上記の基準値となる 
※6 家きん用飼料の暫定許容値は 160Bq/kg だが、玄米検査の結果が 100Bq/kg を超える場合は主食用 

米が出荷制限となるため、家きん用飼料用米の出荷･利用は自粛となる 
 



Ｋ

100Bq/kg超

《ケース１：33Bq/kg以下》

《ケース２：33Bq/kg 超（50Bq/kg以下）》

《ケース４：100Bq/kg超》

牛用もみ米は自粛を継続

一部自粛継続 ※表２

《ケース３：50Bq/kg超（100Bq/kg以下）》

100Bq/kg以下

自 粛 継 続

制限付き自粛解除 ※表２

自 粛 解 除

【農協・飼料会社】
・自粛を解除

【単体利用】
・自粛を解除

飼料用米の出荷自粛 出荷自粛の解除

【農協・飼料会社】
・自粛を解除

【単体利用】
・牛用もみ米：自粛を継続
・上記以外 ：自粛を解除

【農協・飼料会社】
・自粛を解除

【単体利用】
・畜種、形態ごとに判断

平
成

年
産

米
の
放
射
性
物
質
検
査
（
玄
米
検
査
）

玄米検査と追加検査の結果が、
いずれも県自粛要請の基準値を
下回った形態のみ自粛を解除

【農協・飼料会社】
・自粛継続

【単体利用】
・自粛継続

玄米検査で自粛継続と
なったものは、
追加検査の結果に
かかわらず自粛継続

Ｋ一部自粛継続 ※表２

県自粛要請の基準値を
超えたものは自粛を継続

Ｋ一部自粛継続 ※表２

県自粛要請の基準値を
超えたものは自粛を継続

平成25年産 米の放射性物質検査の結果が判明するまでは
当該市町村の飼料用米は出荷・利用の自粛を継続

追
加
検
査

25
制限付き自粛解除 ※表２

もみ米 玄米 もみ米 玄米 もみ米 玄米 玄米

33以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  33×1.5(濃度比)≒50Bq/kg(牛用の県自粛要請の基準値)

33超（50以下） × ○ ○ ○ ○ ○ ○

50超（53以下） × × ○ ○ ○ ○ ○  53×1.5(濃度比)≒80Bq/kg(豚用の県自粛要請値)

53超（80以下） × × × ○ ○ ○ ○

80超（100以下） × × × × ○ ○ ○

100超 × × × × × × ×
 100Bq/kgを超えた場合、地域的な広がりを確認した上で
当該市町村に国から主食用米の出荷制限が指示される

農協・飼料会社
（単体利用以外） 備考

平成25年産
米の放射性物質

検査結果
（Bq/kg)

単体利用

牛用 豚用 家きん用

【飼料用米の放射性物質の安全確認の仕組み】※24 年産と同様の仕組み 
  国の指導に基づき、主食用米の放射性物質検査（玄米検査）の結果を用いて判断する。 

なお、飼料用米の出荷自粛及び自粛の解除は、市町村単位で行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

千葉県における平成 25年産 飼料用米の安全確認について 

○：出荷・利用の自粛を解除   ×：出荷・利用の自粛を継続 

表２ 玄米検査の結果から判断した飼料用米の出荷・利用の可否 


